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萩市予算規則第３条第２項の規定により、「平成２６年度予算編成方針」を次の

とおり通知します。 

 

平成２６年度予算編成方針 

 

来るべき平成２６年度予算は、去る平成２５年７月２８日、田万川地域、むつ

み地域及び須佐地域を襲った豪雨災害からの復旧・復興を加速させるため、「被災

地の復旧・復興事業」を最優先事業として位置付けた予算編成を行うとともに、

市勢の維持、発展のために必要な事業についても着実に実施します。 
ただし、豪雨災害からの災害復旧事業費が現在も積算中であること、そして豪

雨災害の発生を受けて平成２５年度サマーレビューが未了となったこと等から、

平成２６年度の財政推計は困難なものとなっています。 
したがって、以下の「平成２６年度予算編成方針」は、平成２５年度予算まで

の予算編成方針とは相違しています。 

各部局におかれては、現下の財政状況を認識され、要求事業については、所属

長のもとで前例踏襲主義を排除し、全ての事務事業の再点検及び再設計を行った

上での予算要求を求めます。 

 

 
１ 予算要求に当たっての基本方針 

（１）要求・要望について 
   平成２６年度は要求事業を「通常収支分」と「７月２８日災害対策分」に

分離します。７月２８日豪雨被害からの復旧・復興事業については、通常収

支分とは別枠で整理し、所要の事業費及び財源を優先的に確保します。 
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   通常収支分のうち、萩市が取り組むべき農業などの一次産業の振興に必要

な事業、新たな雇用の創出や地場の商工業振興に必要な事業、超高齢化社会

が進む萩市にとって必要な事業、市民の生命・財産を守るための防災・減災

事業、明治維新１５０年記念事業及び学校施設の耐震化を推進する事業は、

それぞれの所要額を要求してください。 
その他の施策については、原則、継続的な事業の要求とし、新規施策は真

に必要な事業に厳選することを求めます。 
 

（２）要求経費の区分  
  平成２６年度予算は、７月２８日豪雨被害からの復旧・復興を加速化する

ために、新たに「豪雨災害経費」の区分を設けて財源を別枠で確保した上で、

以下の５つの経費区分で事業整理を行います。 
なお、その詳細は８ページ３－（２）「当初予算に係る経費区分の設定」を

参照してください。 
① 義務的経費・・人件費、扶助費、公債費等 
② 政策的経費・・平成２５年度サマーレビュー要求事業費 
③ 施設維持補修的経費・・施設の予防保全、事後保全事業費 
④ 豪雨災害経費・・新設 以下（３）のとおり 
⑤ 一般行政経費・・上記①～④を除く事業費 

原則、平成２５年度当初予算額の一般財源充当額の 
８０％の額を要求上限額として設定  

 
（３）７月２８日災害対策分の要求  

７月２８日災害からの復旧・復興に係る経費については、被災地の復旧・

復興の状況等を踏まえ、所要の額を要求してください。 
 

（４）通常収支分の要求 
 新規事業の要求に当たっては、終期を設定し、後年度の負担を明らかにし

た上で見積もってください。 
 また、既存事業については施策の見直しや再構築を図るとともに、経費の

見積りに当たっては、厳しく実績を踏まえることとし、決算状況を徹底的に

分析し、原則として過去３か年実績を超える経費の見積りはしないでくださ

い。 
 

（５）消費税率引上げへの対応  
   税制抜本改革法に基づく消費税率の引上げは、附則第１８条にのっとって

政府の判断が行われます。消費税率の引上げは歳入歳出の双方に影響を及ぼ

しますが、国の判断に基づき的確な対応が求められます。 
したがって、平成２６年度予算要求作成に当たっては、予算要求書提出時

の政府判断を基本に、その後、萩市議会１２月定例会に提案予定の各種条例
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案により、歳入歳出予算額を的確に見積もってください。 
 
 （６）歳入の確保 

① 市税、保育料、各種住宅や施設の使用料等、毎年９月定例市議会決算審

査特別委員会等で収入状況についての指摘がある歳入項目については収

納率の向上対策の検討を求めます。また、使用料及び手数料、財産収入、

雑入等の増収対策も積極的に検討し、あらゆる創意工夫により財源の創出

に努めてください。 
② 国庫支出金及び県支出金については、国や県の予算編成の動向を踏まえ、

市の施策上、真に必要と認められものについては、積極的な確保に努めて

ください。また、その根拠法令等を確認してください。 
 
 
２ その他 
  ４ページに「今後の財政推計（普通会計）」の一部を、５ページに「普通交付

税の推移」を記載しています。 

  「今後の財政推計（普通会計）」はサマーレビュー未了のため、平成２４年度

に実施した時点で作成したものです。 

  「普通交付税の推移」は、平成２５年度普通交付税算定に基づくもので、平

成２５年度決定額では一本算定と合併算定替の差額は約３０億円です。 

普通交付税は平成２７年度から始まる積算方法の変更により平成３１年度ま

での間は漸減が続き、平成３２年度に新市としての本来の算定に戻り、その試

算額は平成２５年度の普通交付税額に比して約４５億円もの減少が見込まれて

います。 

今後は、これまでの行政サービスを引き続き提供し続けることのできるよう

な行財政システムの再構築が求められます。 

 

 

以上の平成２６年度予算要求に当たっての基本方針を念頭に置きながら、８

ページの「３ 当初予算見積りに当たっての考え方」以降の各事項に留意しつ

つ、的確な予算見積りを行われますよう通知します。 
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① 今後の財政推計（普通会計） 

（単位：百万円）

類似団体
２３年度

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

市 税 6,800 5,619 6,046 6,084 5,810 5,724 5,705 5,578 5,339 5,209 4,970

地 方 交 付 税 5,415 12,842 12,728 13,402 13,855 14,652 14,640 14,816 13,703 13,216 12,457

繰 入 金 385 55 1,844 211 706 48 81 1,268

市 債 1,999 2,670 2,387 1,594 2,528 2,951 1,953 3,236 3,854 4,873 2,429

そ の 他 7,869 9,864 8,484 8,647 10,584 12,012 10,146 10,035 7,808 6,994 7,051

歳 入 合 計 22,468 31,050 31,489 29,938 33,483 35,387 32,525 34,933 30,704 30,292 26,907

人 件 費 3,708 6,311 6,472 6,316 6,332 6,226 5,964 5,818 6,070 5,999 6,329

扶 助 費 4,002 3,263 3,249 3,443 3,586 4,087 4,312 4,277 4,139 4,194 4,202

公 債 費 2,471 5,102 5,282 5,218 5,122 4,870 5,006 4,999 5,160 4,867 4,159

投 資 的 経 費 2,748 5,727 5,160 3,159 5,811 7,483 4,315 7,369 5,662 4,880 4,156

そ の 他 8,617 10,357 11,061 11,200 11,608 11,659 12,070 11,526 11,175 11,691 10,318

歳 出 合 計 21,546 30,760 31,224 29,336 32,459 34,325 31,667 33,989 32,206 31,631 29,164

922 290 265 602 1,024 1,062 858 944    1,502    1,339    2,257

   416    294 216 515 609 554 608    1,502    1,339    2,257

385 50 1,836 200 0 0 0 0 1,502 1,339 2,257

2,673 5,295 3,567 3,429 3,582 3,926 4,505 5,056 4,098 2,762 508

21,164 45,926 43,831 40,946 39,024 37,711 35,219 33,720 34,059 34,538 33,277

89.6 91.4 91.4 93.6 89.9 87.4 89.8 89.5

11.1 17.6 15.6 15.0 14.0 12.4 11.4 10.8

実質単年度収支

地 方 債 残 高

実質公債費比率

※ 平成２５年度以降の決算見込については、平成２４年度のサマーレビューに基づく推計数値です。また、単年度の収支を明確にするため、繰越金及び繰入金

は計上していません。

歳
出

経 常 収 支 比 率

●収支不足に対する措置

１８～２４年度は普通会計決算数値

基 金 残 高
（財調・減債）

基 金 繰 入 金
（普通会計決算額）

形 式 収 支
（歳入－歳出）

区 分

歳
入

 

 新市施行後から２４年度決算までは黒字決算でしたが、２５年度決算について

は、７月２８日発生した豪雨災害に係る事業費が現在不明であり、場合によって

は、大幅な地方債発行額の増加や多額の財政調整基金の繰入れも考えられます。 
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② 普通交付税の推移 
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 【合併算定替適用期間のイメージ図】 

１.０ ０.９

０.７

０.５

０.３

０.１

H17 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32

一本算定開始

普通交付税
合
併
算
定
替

漸減期間

１０年

 

 

 合併算定替で措置されている普通交付税が、２７年度から５か年かけて段階的

に減額されます。この間に、国勢調査人口の減少等の影響により、３２年度には

２５年度と比較して総額で４５億円程度の減少となる見込みです。 

 

 

年度 

推計数値 実績数値 
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④ 一般・特別会計の基金の状況

年　　度　 平成16年度末 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

　 　区　　分 残 高 残 高 残 高 残 高 残 高 残 高 残 高 残 高 残 高

財 政 調 整 基 金 2,644,559 2,645,662 2,798,234 2,498,516 2,558,015 2,707,986 3,051,497 3,629,910 4,179,820

減 債 基 金 2,544,316 2,545,394 2,497,212 1,068,389 871,454 874,081 874,828 875,490 876,370

職 員 退 職 手 当 基 金 348,328 548,661 748,748 820,778 992,969 996,129 997,206 1,241,946 1,408,414

山口福祉文化大学進学奨学基金 61,818 61,033 60,276 59,267 57,255 54,595 50,692 45,484 40,444

守 永 ・ 石 川 基 金 201,097 200,197 200,197 196,002 190,514 184,275 171,048 159,318 145,769

あ なた の ふ るさ と 萩 応援 基 金 38,816 99,526 96,144 104,302 114,106

合 併 特 例 基 金 500,000 1,001,120 1,852,881 2,356,552 2,860,231

振 興 基 金 463,356 463,356 463,356 463,356 739,056 763,661 866,887 816,452 566,635

福 祉 振 興 基 金 1,182,780 1,182,780 1,182,780 1,182,780 1,182,780 1,182,780 1,182,780 1,182,780 203,443

市 民 病 院 基 金 908,869 909,640 910,415 912,478 916,612 922,263 923,795 924,780 925,766

ふるさと・水と土保全対策基金 35,013 35,013 35,013 35,013 35,013 35,013 35,013 35,013 35,013

温 泉 振 興 基 金 2,070 4,700 7,337 9,817 9,820 12,298

高 等 学 校 進 学 奨 励 基 金 48,302 46,337 44,491 42,644 40,835 39,038 36,584 33,779 31,212

教 育 文 化 奨 励 基 金 6,200 6,200 6,200 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

芸 術 文 化 育 英 基 金 22,474 22,474 22,474 22,474 22,474 22,474 22,474 22,474 24,474

教 育 振 興 基 金 3,765 6,358 8,371 10,472 12,528 13,610 15,111

市 庁 舎 建 設 基 金 100,000 200,000 301,256

大 谷 重 友 大 学 進 学 奨 学 基 金 20,000 24,100 23,593 22,799

大 田 義 晴 進 学 奨 学 基 金 19,640 18,696 17,143

公 共 施 設 整 備 基 金 108,954 63,054 63,089 63,299 63,370

福 祉 援 護 基 金 28,614 31,666 34,556

農 林 業 活 性 化 基 金 102,224 53,224 53,224 53,224 53,224

商 工 振 興 基 金 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

ふ る さ と 振 興 基 金 244,405 242,476 242,574 242,913 243,918

循 環 バ ス 基 金 723 724 724 725 728

陰 陽 連 絡 高 速 道 整 備 基 金 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

藍 場 川 用 水 維 持 基 金 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

残 土 処 分 場 基 金 1,013 1,643 2,273 2,276 4,167

素 水 園 基 金 303 303 303 303 303

図 書 館 図 書 整 備 基 金 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

文 化 財 保 護 基 金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

土 地 開 発 基 金 1,237,005 1,237,723 1,239,094 1,240,702 1,256,220 1,261,725 1,265,267 1,278,622 1,282,719

用 品 調 達 基 金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

肉 用 繁 殖 雌 牛 購 入 基 金 13,422 13,422 10,913 10,465 8,918 7,680 7,445 7,224

乗 車 券 類 発 売 基 金 600 600 600 600 600

国 民 健 康 保 険 基 金 876,541 874,140 1,051,572 962,799 878,100 632,638 410,193 282,452 283,368

介 護 給 付 費 準 備 基 金 8,683 34,817 103,515 159,264 178,373 63,032 79,068

介護従事者処遇改善臨時特例基金 38,626 27,131 15,547

合 計 11,116,116 11,229,605 11,742,100 10,032,546 10,907,902 11,037,697 12,098,798 13,271,697 13,434,859

特
別
会
計

（単位：千円）

定
額
運
用

そ
の
他
特
定
目
的
基
金

基

金

の

統

廃

合

あ

り

廃止

廃止

統廃合
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３ 当初予算見積りに当たっての考え方 

（１）当初予算 

    平成２６年度当初予算は、通年予算として編成します。当初予算成立後の

制度改正や災害対策などの特別な理由がある場合を除き、原則、年度途中の

予算補正は行いませんので、十分な見積りを行ってください。 
 

（２）当初予算に係る経費区分及び要求可能額の設定 

   歳出予算を以下の５つの経費に分類します。 

① 義務的経費 

過去の決算等の分析・検証を踏まえて、規模・単価等積算根拠を充分に

精査した上で、必要な所要額を算定してください。 

② 政策的経費 

７月２８日の豪雨災害により、今年度のサマーレビュー市長・副市長査

定は中止としましたので、サマーレビュー時の要求額を更に精査し、要求

してください。 

なお、今後、災害関連事業を優先して実施するため、これまでの事業計

画の再検討を求めます。 

③ 施設維持補修的経費 

予防保全については、公共施設維持保全計画（該当施設については財産

管理課より通知済み）に基づき、事後保全については、最低限度の必要額

を積算し、要求してください。なお、昨年度実施した財産管理課の事前査

定は中止します。 

 

≪経費区分上の「施設維持補修的経費」について≫ 
 

○建物及び建物に附帯する設備等の修繕工事に係る経費を対象とします。

（工事に伴う設計監理等の委託料を含む。） 

※平成２５年度の予算要求書の経費区分を参考にしてください。 

○廃棄物処理施設に係る設備、文化財・史跡等施設、上下水道施設は除き

ます。 

 

④ 新規豪雨災害経費 

７月２８日の豪雨災害に係る復旧・復興事業に必要な経費については、 

必要額を積算し、要求してください。 

⑤ 一般行政経費 

上記①～⑤以外の経費について、必要額を積算し、要求してください。

過去からの先例等で要求するのではなく、各部局において、事業効果の検

討や抜本的な事務事業等の見直しを行い、不要不急な事業の廃止や維持管
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理経費の節減等思い切った歳出の削減を図り、必要経費の精査を行ってく

ださい。 

なお、豪雨災害関連事業の実施により一般財源の大幅な不足が予想され

ます。したがって、平成２６年度予算編成においては、平成２５年度当初

予算に充当した一般行政経費の一般財源額の８０％での上限額設定を行

います。 

 

 

≪ 予算における一般財源のイメージ図 ≫ 

 

 

事業種別 

（Ｆ）＝（Ａ）－{（Ｂ）～（Ｅ）} 

 

（３）地方債発行額の抑制 

地方債は性格上、将来における一般財源（市税、交付税等）を先取りする

というもので、つまり地方債を発行した年度は「歳入」ですが、翌年度以降

はいずれの施策よりも優先して返済義務が生じることから、その発行には最

大限の留意が必要です。 

萩市の現状は、学校施設耐震化事業、新清掃工場建設事業及び豪雨災害関

連事業等の実施に伴い、平成２５年度以降、当分の間、地方債発行額の大幅

な増加が見込まれることから、今後、財政構造が硬直化することが予想され

ています。 

 

（４）後年度負担の把握等 

   後年度負担は義務的経費として萩市財政に多大な影響を与えることとなる

ため、安易に後年度負担をもたらすことのないよう十分検討してください。 

   また、新たな事業や施設整備については、必ず計画段階から、その執行体

制及び管理運営のあり方について方針を定めてください。 

施設整備については、維持管理費等を含んだフルコストで事業費を試算し、

その積算根拠資料（様式任意）を添付してください。後年度負担の検討のな

い事業化はありえません。今回は財政課長査定時に、特にその試算根拠の説

明を求めます。 

   萩市と連結対象となるような外郭団体等の債務は、常にその状況を把握し、

後年度、多大な財政負担をもたらすことのないよう留意してください。 

  一般財源総額（市税・譲与税・交付税・繰入金等）（Ａ） 

義務的経費 

（Ｂ） 

政策的経費 

（Ｃ） 

施設維持補修

的経費 （Ｄ）

豪雨災害

経費（Ｅ）

一般行政経費（Ｆ） 
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（５）国の施策の活用 

国の施策には市の予算計上を伴わないものの、各課が直接予算管理ができ

る特定の施策があります。それらの施策の情報を的確に収集の上、事業を確

保され、萩市の諸課題の解決に活用してください。 

 

（６）市議会一般質問市長答弁及び地域協議会諮問事項への対応 

   一般質問での市長答弁及び地域協議会からの答申については、それに沿っ

た対応が求められるものもありますので、要求に当たってはその内容を確認

の上、適切に反映させてください。 

 

（７）総合事務所管内における事業の予算見積り 

総合事務所管内における事業の予算見積りは、必ず各総合事務所長のもと

で、当該地域の平成２６年度予算見積り事業を調整の上、所管する本庁各課

と調整し、本庁各課において予算要求書を作成してください。 

 

（８）「通常収支分」と「７月２８日豪雨災害対策分」の要求について 

通常収支分と事業費を明確に区分するため、豪雨災害経費分については、他

の事業区分の事業と混同せず、この経費のみでの事業を新設してください。 

 

４ 個別的事項 

（１）歳入に関する事項 

過去の実績及び客観的な資料に基づき、過大又は過小な見積りにならない

よう、的確な見込額を計上してください。また、計上漏れがないよう注意し

てください。なお、消費税率に関する国の判断があった場合には、各公共施

設の使用料や各種手数料等の歳入項目に反映させてください。 

  ① 市税 

税制改正の状況を注視することはもとより、近年の予算額と決算額との

差異にも留意し、的確に見積もってください。一般財源が減少する中、収

納率の向上を求めます。 

② 使用料及び手数料、分担金及び負担金 

    受益者負担の公平、適正化の観点から、実態に即した適正な料金設定及

び受益者負担の適正化等を行ってください。 

③ 国・県支出金 

    国・県支出金の廃止・縮減、交付金化、一般財源化の動向に十分留意し、

予算編成に支障が生じることのないよう適切に見積もってください。 

④ 財産収入 

    次に掲げる事項に留意して、財源確保を図ってください。 
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○ 保有する土地・建物のうち、今後、公用又は公共用として利用する見

込みのないものについては、財産管理課と協議の上、積極的に売却を進

めてください。処分等に一定の期間を要する土地は、暫定的な貸付など、

有効活用を図り、維持管理費等の軽減に努めてください。 

  なお、売払い処分に当たっては、平成２４年４月１日付萩財管第４４

号「普通財産の売払い処分に係る事務手続きについて」（財産管理課長通

知）に従い、価格の決定を行うなど、適正な財源確保を図ってください。 

○ 市有財産の貸付けは、平成２４年３月２３日付萩財管第１７６号「市

有財産の貸付け及び使用許可に係る基準について」（財産管理課長通知）

に従い、貸付料の決定を行うなど、適正な財源確保を図ってください。 

   ○ 不用物品等については、インターネットオークションによる売却など

により、財源確保を図ってください。 

⑤ 市債 

財源に市債を予定する場合は、必ず財政課部局担当者に確認の上、市債

額等を計上してください。 

⑥ その他の収入 

    萩市公式ホームページ及び庁内ＬＡＮに掲載している「各種助成制度一

覧表」（市民活動推進課所管）により、財団法人や民間企業等の各種助成制

度を積極的に活用するなど、財源確保を図ってください。 

 

（２）歳出に関する事項 

積算や見積り間違い、予算要求漏れ等が多発しています。制度改正や災害

対策などの理由によるもの以外は、予算不足のための予算補正はできないの

で、精度の高い予算要求を行ってください。また、消費税率に関する国の判

断があった場合には、歳出予算についても適切に反映してください。 
予算流用は予算現額に変更を加えるものであり、予算補正と何ら変わるも

のではありません。したがって十分に精査した上での見積りを求めます。 

新たな事業の新設、拡充等に当たっては、財源確保ルール「ペイ  アズ ユ
ー ゴーの原則」に基づき増加する経費の財源を確保した上で予算要求してく

ださい。また、「スクラップ アンド ビルドの原則」により各課の事業全体の

再構築を行ってください。 

予算査定の過程において予算計上とならなかったものを、年度開始後、予

算流用等によって実施することはあり得ません。 

① 人件費 

 平成２６年度から反映される人事給与制度は的確かつ必要最小限の額で

見積もってください。 
人件費のうち職員に関するものは総務課で一括計上するので、一般会計に

ついては予算要求の段階では計上不要（予算要求書の打ち出し及び様式１の

記載についても不要）です。ただし、補助事業において、事業費支弁人件費
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が認められる場合については、総務課と協議の上、限度額まで見積もってく

ださい。 

なお、特別会計については一般会計からの繰入金算出において人件費が必

要となることから、平成２５年当初予算の数値を電算入力して作成してくだ

さい。（予算要求書の打ち出し及び様式１の記載は不要） 

報酬については、審議会・協議会の開催回数等を精査の上、実績に基づき

要求してください。 

② 扶助費 

特に財政に大きな負荷となっている社会保障分野についても、これを聖

域視することなく、法令等にかかるもの以外は見直しの対象とし、給付水

準や助成対象について見直しを行ってください。  
なお、義務的性格である根拠（支出の根拠、単価等の根拠等）を明示の

上、要求してください。 

③ 物件費等 

    物件費については、特に平成２６年度は災害復旧事業の財源確保のため、

徹底した事務事業の見直しを行い、経費の削減を求めます。 

ア 賃金 

一般事務補助に係る臨時職員は原則認めません。 

イ 旅費 

例年以上に、必要最小限の経費を見積もってください。 

なお、宿泊を伴うもの及び県外の日帰り出張を要望する場合について

は、旅費調書（様式７）を提出してください。 

ウ 需用費 

○ 消耗品費のうちタイヤ購入費については、財産管理課が別途調査の

上、一括で予算計上します。（特別会計及び企業会計を除く。） 

  特別会計及び企業会計については、適宜、見積りを行い予算計上し

てください。 

○ 食糧費については、平成１７年６月１３日付萩財第９８号「食糧費

の予算執行基準の制定について（通知）」に基づき見積ってください。 

    ○ 燃料費のうちＲガソリン、軽油については、１７ページの「２６年

度単価表」に定める単価により見積もり、灯油、Ａ重油については各

課において、適宜、見積りを行い予算計上してください。 

      また、事業ごとに月別比較調書（様式８）を提出してください。 

     ○ 印刷製本費については、可能な限り庁内印刷を心がけてください。 

     ○ 光熱水費については、燃料費に準じ、省エネルギー対策等に十分留

意の上、見積もってください。 

      平成２４年度から実施している公共料金口座振替の関係で、水道料

金及び下水道料金については、光熱水費から支出しますので遺漏なく

要求してください。 

また、事業ごとに月別比較調書（様式８）又は期別比較調書（様式
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９）を提出してください。 

○ 公用車の車体検査費用を計上する場合、その対象公用車のナンバー

を「積算」欄に記載してください。また、自賠責保険料（役務費）、自

動車重量税（公課費）についても各課が要求してください。 

  車体検査期限を認識せずに、必要経費を計上していない状態が多発

したことから、再度車体検査日を確認し、要求漏れがないよう留意し

てください。車体検査日を管理できない車両は、財産管理課による車

両の引上げ、又は廃車とします。 

    ○ 需用費全般については、過去の実績等を十分精査の上、削減に努め

てください。 

エ 役務費 

一般会計における本庁の通信運搬費で郵便料金と電話料金（補助事業

に係るものを除く。）は、総務課において一括で予算計上します。総合事

務所に係るものは、総合事務所地域振興部門において一括で予算計上し

てください。 

なお、例年と比較して大幅な増減がある場合は総務課行政係又は総合

事務所地域振興部門に連絡してください。 

また、電話料金については、事業ごとに月別比較調書（様式８）を提

出してください。（固定電話と携帯電話は別葉としてください。） 

オ 委託料 

     委託業務の内容、必要性、効果、採算性等を再検討し、職員の対応で

処理が可能なものは、委託を廃止、削減してください。特に所有権移転

登記業務については、職員対応とします。 

中国電気保安協会に委託する電気保安業務については、財産管理課に

おいて一括で予算計上します。特別会計及び企業会計については、適宜、

見積りを行い予算計上してください。 

清掃業務の予算計上については、原則、財産管理課が平成２４年４月

に通知した「公共施設維持管理基準」の１４ページ「清掃業務の基準」

及び１５ページ「施設別清掃基準表」により、業務内容や周期等を施設

ごとに見直しを行った上、要求してください。 

委託事業ごとに委託料調書（様式６）を提出してください。なお、委

託料調書は施設清掃・管理、水質検査等毎年経常的に予算計上を行って

いるもののみ作成してください。建設事業に係るものは作成不要ですが、

業務委託の必要性を精査してください。 

カ 備品購入費 

公用車の購入費については、平成２６年度は特殊車輌以外の増車や更

新は行いません。また、各種備品の更新等も原則、行いません。 
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④ 維持補修費 

「施設維持補修的経費」に係る維持補修費については、財産管理課から

の通知はありません。各課が必要最小限の額を要求してください。 

⑤ 投資的経費 

ア 投資的経費については、災害関連事業以外の新規事業は真に必要な事

業に限定します。継続事業についても、事業の内容を再検討の上、要求

してください。 

イ 毎年度繰越明許費を設定する事業が見受けられます。もとより繰越明

許費は地方自治法に定められた制度ですが、特に辺地対策事業債、過疎

対策事業債及び合併特例債を財源の一部とした場合には、繰越事業とす

ることにより、当該地方債の償還（利子分の地方交付税算入の有無）を

通して多額の損失を萩市に及ぼすことになります。 

     このことを重く認識し、年度内完了が確実にできる事業計画を立案し、

単年度で完了可能な事業量分のみについて予算要求を行ってください。

ただし、災害復旧事業費は除きます。 

   ウ 公有財産購入費 

     購入予定面積及び単価を「積算」欄に記入してください。また、購入

単価の設定根拠を併せて記入してください。 

⑥ 負担金補助及び交付金 

対象団体の自立・発展を支援するための施策は、恒常的な支援が必要と

ならないよう支援対象や負担割合、支援期間等の仕組みを検討し、自立・

支援に向けた計画やプロセスを明確にしてください。特に補助金にあって

は、スクラップ アンド ビルドやサンセット方式を導入してください。 

各種関係団体補助金については、必ず各課において事前に査定を行った

上で計上し、補助金に係る資料を提出してください。 

また、負担と公平の観点から個人に対する金銭助成等補助金については、

市税等市債権の納付状況や所得制限等を導入してください。 

各種協議会負担金等（法令外負担金）については、平成２６年度要求に

係る各団体からの事前協議資料（財政課に合議したもの）を添付してくだ

さい。 

県事業負担金については事業内容を十分に確認し、その内容を示すもの

を入手し添付してください。なお、事務費については負担しません。 

⑦ その他 

７地域で類似の物品を要求する場合、本庁各課において同時に、同レベ

ルの物品を購入することを前提とした単価で要求してください。 
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（３）その他の事項 

  ① 総合事務所管内における事業については、各総合事務所別優先事業順位

一覧表（様式１１）を作成し、事業を所管する本庁各課の所属長に提出して

ください。提出を受けた本庁各課は、単に総合事務所からの見積額を積み上

げるだけではなく、部局単位で７地域の事業の優先順位及び当該事務事業

の必要性等を全市的に判断の上、取捨選択して計上してください。 

 なお、総合事務所の優先順位については、継続事業は当然に上位の優先

順位付けをお願いします。 

② 債務負担行為の設定は遺漏のないよう、平成２６年度当初予算要求書提

出時に歳入歳出予算要求書に併せて、債務負担行為の予算要求書（様式２）

を提出してください。（１８ページの当初予算要求書提出一覧表のとおり、

提出区分のＢ・Ｃについては債務負担行為調書（様式３）を含む。） 

また、債務負担行為の設定は予算措置であり、当然、査定対象となりま

す。債務負担行為予算の要求がないものについては、債務負担行為設定を

行いませんので留意してください。 

なお、消費税率に引上げに伴い、債務負担行為の限度額が増額となる場

合、債務負担行為の再設定を行う必要がありますので留意してください。 

③ 特別会計及び企業会計の見積りは、一般会計に準じて行ってください。 

特別会計は本来、その会計の収入をもって、歳出を賄うべきですので、

今後、各特別会計への一般会計からの繰出しは繰出基準等による額とする

ことも検討しており、各会計独自で収支の均衡を図ってください。 

④ 要求に当たり、関係部局間で十分に調整を行い、重複要求や要求漏れ等

がないよう留意してください。 

 

５ 予算編成日程 

（１）予算編成方針の通知      ９月２７日（金） 

（２）庁内連絡会議         ９月３０日（月）１０時～ 

※市長訓示、予算編成方針及び予算要求書作成要領等の説明（総務課より

通知済み） 

（３）予算編成実務責任者説明会   ９月３０日（月）１３時３０分～ 

（４）一般行政経費上限設定額の通知 １０月上旬 

（５）予算要求書事前確認日     １１月１１日（月）午前中までの間 

１７ページ「９ 予算に関する問い合わせ先及び予算編成部局担当者」

に記載の担当者に、印刷前の予算要求書印刷原稿の確認を受けてから必要

部数を印刷し、提出してください。 

（６）予算要求書提出期限      １１月１３日（水）１７時 

    上記の提出期限後は、財務会計システムが要求段階から査定段階に移行

し、入力作業ができなくなりますので、提出期限を厳守してください。 
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（７）総合事務所優先順位      １１月１３日（水）１７時 

   一覧表提出期限 

（８）財政課長査定         １１月１５日（金）～１２月中旬 

（９）部局担当者査定        １１月１５日（金）～１２月中旬 

（10）財政課長査定結果の通知    １２月下旬 

（11）市長・副市長査定       平成２６年１月初旬～中旬 

（12）最終査定結果の通知      平成２６年１月下旬 

 

６ 財政課長査定ヒアリング内容 

所属ごとのヒアリングに当たり、冒頭、次の事項の説明を求めます。 

（１）平成２６年度当初予算要求書作成に当たり、所属ごとの目指す方針 

（２）全ての歳入の積算根拠説明（過去３か年分の決算状況及び平成２５年度決

算見込み） 

（３）滞納への対策説明（平成２４年度決算で収入未済があるもの） 

（４）歳入確保の取組 

 

７ 予算要求書提出書類の作成要領 

（１）予算要求書提出書類はすべてＢ４で提出し、各ページには通し番号を付し

てください。財務会計システムの出力順によらず、「表紙」⇒「事業別予算要

求一覧表」⇒「歳入予算要求書」⇒歳出予算要求書の「義務的経費」⇒「政

策的経費」⇒「豪雨災害経費」⇒「一般行政経費」⇒「債務負担行為」⇒「債

務負担行為調書」⇒「説明資料」⇒「各種調書」の順に調製してください。 

なお、要求書には必ず表紙を付け、ホッチキスを使わずに、クリップを使

用してください。 

（２）関係法令、通達、要綱、図面等の参考資料を添付してください。 

（３）積算単価については、原則として別に定める「平成２６年度単価表」（１７

ページ）のとおりにしてください。 

   定めのないものは、適正な価格により積算し、見積書、その他根拠となる

資料など必要な資料を添付してください。 

（４）毎年、予算要求書提出後に資料の差し替え、追加が多発しています。この

ようなことがないようご留意ください。 

８ 予算要求書提出期限及び提出部数 

  提出期限は１５～１６ページ５－（６）及び（７）に記載のとおりです。 

  予算要求書提出部数及び提出区分は１８ページ記載のとおりです。（総合事務

所別優先事業順位一覧表については、書類提出に加えエクセルファイルでメー

ルにより財政係青木まで提出してください。）また、提出物はすべてＢ４に統一

してください。なお、各種予算要求関係調書等の様式は庁内ＬＡＮシステムの

「財政課キャビネット」よりダウンロードして使用してください。 
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９ 予算に関する問い合わせ先及び予算編成部局担当者 

○議会事務局、総務部、農林水産部、消防本部 

・・・・・齋 藤、中 島（内線４８７） 

○総合政策部、商工観光部、土木建築部、技術検査室、会計課、行政委員会 

（農委、監査、公平、選管）・・・・・・・・・・・・・・・三 井（内線４３７） 

○文化・スポーツ振興部、萩博物館、萩図書館、歴史まちづくり部、上下水道部 

・・・・・藤 村（内線４４２） 

○市民部、保健福祉部・・・・・・・・・・・・・・・・・長 嶋（内線２１６） 

○教育委員会、災害復興局・・・・・・・・・・・・・・・青 木（内線４３７） 

 

 

平 成 ２６ 年 度  単 価 表 

 

○賃金 

 庁内ＬＡＮに掲載の「臨時職員雇用マニュアル」（総務部総務課人事係所管）の

賃金単価、通勤手当、一時金等」を基本とする。（庁内ＬＡＮの文書管理⇒各課キ

ャビネット⇒総務課⇒人事係⇒臨時職員⇒【Ｈ２５.４改訂】臨時職員雇用マニュア

ル参照） 

 

 

○燃料費 

※上記単価に消費税相当額を別途加算すること 

 

 

○食糧費 

 

 

 

 レギュラーガソリン 軽 油 

２５年９月末 

現 在 単 価 
１５９円/㍑ １４０円/㍑ 

用 務 ・ 目 的 等 １名当たりの限度額（税込み） 

昼 
懇談会等（会食）       ３,０００円 

会議等での弁当       １,０００円 

夜 
懇談会等（会食）       ５,０００円 

会議等での弁当       １,５００円 
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